
令 和 ４ 年
３月29日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
訓
令

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
九
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
八
款

農
林
水
産
部
に
属
す
る
出
先
機
関
」
を
「

第
六
目

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

第
八
款

農
林
水
産
部
に
属
す
る
出

（
第
百
七
十
五
条
の
二
十
二－

第
百
七
十
五
条
の
二
十
四
）

先
機
関

」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
環
境
生
活
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
中
「
食
の
安
心
・
安
全
推
進
班
」
を
「
食

の
安
心
・
安
全
推
進
班

乳
肉
衛
生
・
動
物
愛
護
班
」
に
改
め
、
同
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
の
部
文

化
振
興
課
の
項
中
「
文
化
環
境
班
」
を
「
文
化
環
境
班

文
化
財
班
」
に
改
め
、
同
表
土
木
建
築
部
の

部
技
術
管
理
課
の
項
中
「
企
画
班
」
を
「
企
画
班

建
設
Ｄ
Ｘ
推
進
班
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
の
部
薬
務
課
の
項
第
三
号
中
「
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
」
に
改

め
、
同
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
の
部
文
化
振
興
課
の
項
第
四
号
中
「
及
び
県
民
芸
術
文
化
ホ
ー
ル
」

を
「
、
県
民
芸
術
文
化
ホ
ー
ル
及
び
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、

同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

五

銃
砲
刀
剣
類
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

六

世
界
遺
産
の
登
録
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七

文
化
財
関
係
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
の
部
文
化
振
興
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

山
口
県
文
化
財
保
護
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部
の
部
漁
港
漁
場
整
備
課
の
項
第
九
号
中
「
漁
業
構
造
改
善
事
業
」

を
「
漁
業
協
同
利
用
施
設
」
に
改
め
、
同
表
土
木
建
築
部
の
部
技
術
管
理
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号

と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

建
設
分
野
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
推
進
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

第
四
十
七
条
の
十
一
の
表
山
口
県
山
口
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
保
健
環
境
部
」
を
「
山
口
保

「

健
環
境
部
」
に
、

地
域
保
健
課

「
を
」

防
府
保
健
部

健
康
増
進
課

に
改

」

め
る
。

「

第
四
十
七
条
の
十
二
の
表
保
健
環
境
部
の
項
中

保
健
環
境
部

を
」

「
保
健
環
境
部

山
口
保
健
環

境
部

防
府
保
健
部

に
改
め

」

る
。第

五
十
一
条
の
二
の
表
山
口
県
周
南
環
境
保
健
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
防
府
保
健
所

防

府

市

防
府
市

第
五
十
一
条
の
二
の
表
山
口
県
山
口
環
境
保
健
所
の
項
中
「
防
府
市
」
を
削
る
。一
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第
五
十
一
条
の
三
の
表
山
口
県
長
門
環
境
保
健
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
防
府
保
健
所

健
康
増
進
課

食
品
衛
生
課

地
域
保
健
班

精
神
・
難
病
班

第
五
十
一
条
の
三
の
表
山
口
県
山
口
環
境
保
健
所
の
項
中

「

」
を

試
験
検
査
課

地
域
保
健
課

食
品
衛
生
課

地
域
保
健
班

精
神
・
難
病
班

「

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
宇
部
環
境
保
健

試
験
検
査
課

所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
長
門
環
境
保
健
所

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

地
域
保
健
班

精
神
・
難
病
班

環
境
薬
事
班

食
品
衛
生
班

第
五
十
一
条
の
四
の
表
生
活
環
境
課
の
項
第
十
二
号
中
「
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
」
に
改
め
、
同

表
地
域
保
健
課
の
項
を
削
る
。

第
三
章
第
一
節
第
七
款
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。

第
六
目

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

（
名
称
及
び
位
置
）

第
百
七
十
五
条
の
二
十
二

山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
山
口
県
条
例
第
十

五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

名

称

位

置

山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

山

口

市

（
業
務
）

第
百
七
十
五
条
の
二
十
三

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
業
務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

埋
蔵
文
化
財
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

出
土
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三

埋
蔵
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

四

文
化
財
資
料
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
埋
蔵
文
化
財
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
に
関
す
る
こ

と
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
百
七
十
五
条
の
二
十
四

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事

務
は
、
指
定
管
理
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

開
館
日
以
外
の
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉
館
す
る
こ
と
。

三

開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
。

四

文
化
財
資
料
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

五

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
百
一
条
第
一
号
の
表
中

「
山
口
県
岩
国
環
境

保
健
所
感
染
症
診

査
協
議
会

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医

療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
患
者
、

保
護
者
等
に
対
す
る
通
知
、
入
院
の
勧
告
、
入
院

の
期
間
の
延
長
及
び
費
用
の
負
担
に
関
す
る
必
要

な
事
項
の
審
議
並
び
に
報
告
を
受
け
た
事
項
に
つ

い
て
の
知
事
に
対
す
る
意
見
の
陳
述
に
関
す
る
事

務

山
口
県

岩
国
環

境
保
健

所

を
削
り
、
同
条
第
二
号

」

イ
の
表
中
「
山
口
県
柳
井
環
境
・
周
南
環
境
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
」
を
「
山
口
県
岩
国
環
境
・

柳
井
環
境
・
周
南
環
境
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
」
に
、
「
山
口
県
山
口
環
境
・
宇
部
環
境
・
長
門

環
境
・
萩
環
境
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
」
を
「
山
口
県
防
府
・
山
口
環
境
・
宇
部
環
境
・
長
門
環

境
・
萩
環
境
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
」
に
改
め
、
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
」
を
加
え
、

「
山
口
県
ス
ポ
ー
ツ

推
進
審
議
会

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十

八
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
ス
ポ
ー

ツ
推
進
計
画
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
に
関
す
る
事

務

ス
ポ
ー

ツ
推
進

課

観光スポーツ文化部

を
」 二
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「
山
口
県
ス
ポ
ー
ツ

推
進
審
議
会

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十

八
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
ス
ポ
ー

ツ
推
進
計
画
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
に
関
す
る
事

務

ス
ポ
ー

ツ
推
進

課

観光スポーツ文化部

に
改
め
る
。

」

山
口
県
文
化
財
保

護
審
議
会

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十

四
号
）
第
百
九
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
化

財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い

て
の
調
査
審
議
及
び
知
事
に
対
す
る
建
議
に
関
す

る
事
務

文
化
振

興
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
に
お
い
て
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

厚

生

省

通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
サ
か
ら
メ
ま
で
を
削
り
、
ア
を
サ

と
し
、
同
号
テ
中
「
ヤ
又
は
マ
」
を
「
マ
又
は
ケ
」
に
改
め
、
同
号
テ
を
同
号
ア
と
し
、
同
号
エ
中

「
ヤ
又
は
マ
」
を
「
マ
又
は
ケ
」
に
改
め
、
同
号
中
エ
を
テ
と
し
、
コ
を
エ
と
し
、
同
号
フ
中
「
ヤ
又

は
ケ
」
を
「
マ
又
は
フ
」
に
改
め
、
同
号
フ
を
同
号
コ
と
し
、
同
号
ケ
中
「
ヤ
又
は
マ
」
を
「
マ
又
は

ケ
」
に
改
め
、
同
号
中
ケ
を
フ
と
し
、
ヰ
か
ら
マ
ま
で
を
ノ
か
ら
ケ
ま
で
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

ヰ

法
第
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
解
体
等
工
事
の
元
請
業
者
又
は
自
主
施
工
者
か

ら
の
解
体
等
工
事
に
係
る
調
査
の
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ツ
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
の
号
に
お
い
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対

策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を

削
り
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
⛙
を
⛞
と
し
、
⛘
を
⛝
と
し
、
⛗
を
⛜
と
し
、
同
号
⛖
中

「
第
五
条
第
十
六
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
二
十
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
⛖
を
同
号
⛛
と
し
、
同
号
⛕

中
「
第
五
条
第
十
五
号
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
条
第
二
十
号
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号
⛕
を
同
号
⛚

と
し
、
同
号
⛔
中
「
別
表
第
六
の
四
の
項
第
二
号
ハ
」
を
「
別
表
第
八
の
四
の
項
第
二
号
ホ
」
に
、

「
同
号
ロ
」
を
「
同
号
ニ
」
に
改
め
、
同
号
⛔
を
同
号
⛙
と
し
、
同
号
⛓
中
「
別
表
第
六
の
四
の
項
第

一
号
ニ
」
を
「
別
表
第
八
の
四
の
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、
同
号
中
⛓
を
⛘
と
し
、
⛘
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

⛗

施
行
規
則
別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
ホ
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
ニ
の
測
定
の
結
果
の
報

告
を
受
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
⛒
中
「
別
表
第
六
の
一
の
項
ロ
」
を
「
別
表
第
八
の
一
の
項
第
一
号

ロ
」
に
、
「
同
項
イ
」
を
「
同
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
中
⛒
を
⛖
と
し
、
⛑
を
⛕
と
し
、
⛕
の
前
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

⛔

施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置

区
域
等
に
係
る
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
⛐
中
「
⛌
」
を
「
⛍
」
に
改
め
、
同
号
中
⛐
を
⛓
と
し
、
⛏
を
⛒
と

し
、
同
号
⛎
中
「
第
五
十
二
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
「
⛌
」
を
「
⛍
」

に
改
め
、
同
号
中
⛎
を
⛑
と
し
、
⛍
を
⛐
と
し
、
⛐
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⛎

施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
表
か
ら
一
定
の
深
さ
ま
で
に

帯
水
層
が
な
い
旨
の
確
認
を
す
る
こ
と
。

⛏

施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
形
質
の
変
更
で
あ
つ
て
、

そ
の
施
行
方
法
が
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
確
認
を
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
⛌
を
同
号
⛍
と
し
、
同
号
⛋
中
「
第
五
十
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
条

第
三
項
」
に
、
「
⛆
」
を
「
⛇
」
に
改
め
、
同
号
⛋
を
同
号
⛌
と
し
、
同
号
⛊
中
「
（
施
行
規
則
第
五

十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
⛅
」
を
「
⛆
」
に
改
め
、
同
号
⛊

を
同
号
⛋
と
し
、
同
号
⛉
中
「
⛄
」
を
「
⛅
」
に
改
め
、
同
号
⛉
を
同
号
⛊
と
し
、
同
号
⛈
中
「
⛄
」

を
「
⛅
」
に
改
め
、
同
号
⛈
を
同
号
⛉
と
し
、
同
号
⛇
中
「
⛄
」
を
「
⛅
」
に
改
め
、
同
号
⛇
を
同
号

⛈
と
し
、
同
号
⛆
中
「
第
四
十
三
条
第
三
号
（
施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
「
第
四
十
三
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
⛆
を
同
号
⛇
と
し
、
同
号
⛅
中
「
第
四
十

三
条
第
二
号
（
施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
四
十
三

条
第
三
号
」
に
、
「
指
示
措
置
等
」
を
「
実
施
措
置
」
に
改
め
、
同
号
⛅
を
同
号
⛆
と
し
、
同
号
⛄
中

「
（
施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
中
⛄
を
⛅

と
し
、
⛁
か
ら
⛃
ま
で
を
⛂
か
ら
⛄
ま
で
と
し
、
⛀
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⛁

法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
行
政
機
関
の
長
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体

の
長
に
対
し
、
協
力
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
（
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
長
と
共

二
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管
）
。

第
三
十
六
条
第
二
号
中
「
授
業
料
の
徴
収
猶
予
等
」
を
「
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
料
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
徴
収
猶
予
等
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中

「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
一
号

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
業
務
上
の
職
の
表
中
「
、
学
芸
員
」
の
下
に
「
、
文
化
財
専
門
員
、
文
化
財
保
護
主
事
」

を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
の
表
学
芸
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

文
化
財
専
門
員

上
司
の
命
を
受
け
、
文
化
財
保
護
に
つ
い
て
高
度
の
専
門
的
事
項
に
関
す

る
事
務
に
従
事
す
る
。

文
化
財
保
護
主
事

上
司
の
命
を
受
け
、
文
化
財
保
護
に
つ
い
て
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務

に
従
事
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
二
号

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
25
の
項
を
削
り
、
26
の
項
を
25
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

26
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
文
化

振
興
課
に
勤
務
す
る
職
員
で

埋
蔵
文
化
財
の
調
査
及
び
研

究
並
び
に
出
土
文
化
財
の
保

存
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の

作
業

帽

保
安

帽

作
業
服
(上
)(夏
用
)

〃
(〃
)(冬
用
)

〃
(下
)(夏
用
)

〃
(〃
)(冬
用
)

防
寒

衣

雨
が
つ
ぱ

安
全

靴

ゴ
ム
長
靴

２
年

４
年

２
年

２
年

１
年

１
年

４
年

２
年

２
年

１
年

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
四
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸

与
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
（
以
下
「
改
正
前
の
教
委
規
則
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
被
服
等
は
、
改
正
後
の
山
口
県
職
員
被
服
等
貸

与
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
教
委
規
則
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
被
服
等

の
貸
与
期
間
を
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
被
服
等
の

貸
与
期
間
に
通
算
す
る
。

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

四

山 口 県 報令和４年３月29日 火曜日 （号 外−13）



山
口
県
規
則
第
三
十
三
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
山
口
県
山
口
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
山
口
県
山
口
環
境
保
健
所
」
を
「
山
口
県
防

府
保
健
所
及
び
山
口
県
山
口
環
境
保
健
所
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
⚒
号
様
式
（
そ
の
⚓
）
（
第
27条
、
第
76条
、
第
213条

関
係
）

納
入
通
知
書

兼
領
収
証
書

山
口
県

加
入
者
名
山
口
県
会
計
管
理
者

口
座
記
号
番
号

様

所
属
名

（
発
行
者
）

金
額

円
納
期
限

年
月

日

年
度

納
付
番
号

上
記
の
と
お
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

日

山
口
県
知
事

 

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。

領
収
日
付
印

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
11.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
9.3セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 四
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別
記
第
三
号
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
⚓
号
様
式
（
そ
の
⚓
）
（
第
29条
－
第
31条
、
第
34条
、
第
212条

、
第
213条

関
係
）

納
付
書

兼
領
収
証
書

山
口
県

加
入
者
名
山
口
県
会
計
管
理
者

口
座
記
号
番
号

様

所
属
名

（
発
行
者
）

金
額

円
納
期
限

年
月

日

年
度

納
付
番
号

上
記
の
と
お
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

日

山
口
県
知
事

 

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。

領
収
日
付
印

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
11.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
9.3セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 六
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
四
号

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
の
項
中
「
交
通
政
策
課
長
」
を
「
交
通
政
策
課
長

文
化
振
興
課

長
」
に
改
め
、
同
表
教
育
庁
の
項
中
「
社
会
教
育
・
文
化
財
課
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

六
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令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


